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１ 保安ネットの概要
保安ネットでは、電気事業法における一部の手続きについて、インターネッ

ト上で届出・申請を行うことができるシステムです。対象手続きは以下の８手
続きとなります。
①～⑥の手続きは、設置者に代わって代行申請者が手続きを行うことが可能

です。

電子手続きの対象一覧
① 事業用電気工作物の保安規程の届出／変更の届出
② 保安管理業務外部委託承認申請
③ 主任技術者選任又は解任届出
④ 発電所出力変更報告
⑤ 自家用電気工作物廃止報告

⑥ ばい煙発生施設廃止届出

⑦ 主任技術者兼任承認申請
⑧ 主任技術者選任許可申請
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１ 保安ネットの概要
保安ネットを利用して手続きを電子上で行うことにより、次のようなメリッ

トがあります。

メリット①
窓口開庁時間に関わらず手続きが行えます！

メリット②
手続きに必要な項目は画面上で入力するので
紙媒体時の記載漏れが少なくなります！

メリット③
当所から提出内容の不備の問合せも保安ネッ
ト上で行うので再提出も簡単に行えます！

メリット④
手続き履歴や届出受理の状況を確認できるの
で、紙の控えを保管する必要がありません！
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２ 保安ネット利用の準備
保安ネットを利用するには、事前にgBizID（ジービズ・アイ・ディー）のアカウン

ト取得が必要です。

◆gBizIDとは
▶複数の行政サービスを１つのアカウントで利用することのできる認証システム。
▶詳細はgBizIDホームページ（https://gbiz-id.go.jp/top/）を確認ください。

◆gBizIDの種類
gBizIDには次の３種類のアカウントがあります。
①gBizIDエントリー

オンラインで誰でも即時作成可能なアカウント
②gBizIDプライム

印鑑証明書（個人事業主は印鑑登録証明書）と登録印鑑で押印した申請書を郵送
し、審査された後に作成される法人代表者又は個人事業主のアカウント

③gBizIDメンバー
組織の従業員用のアカウントとして、gBizIDプライムの利用者が自身のマイペー
ジで作成するアカウント

＜重要＞
代行申請者はgBizIDプライムの取得が必須！

（※郵送書類に不備が無ければ、原則として２週間以内にアカウントが作成されます。）

https://gbiz-id.go.jp/top/
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３ 保安ネットでの手続き（例：外部委託承認申請）
保安ネットでの外部委託承認申請では、従来の紙申請の場合と比較して必須

の添付書類が少なくなっています。

外部委託承認申請の添付資料
紙申請

▷

電子申請
契約書の写し 契約書の写し
点数表 点数表

みなし設置者として要件を満た
していることの説明書

みなし設置者として要件を満た
していることの説明書

委任状(代表者から部長等への委任状) 委任状(代表者から部長等への委任状)

執務に関する説明書 執務に関する説明書
施行規則第52条の２の要件 施行規則第52条の２の要件

設備条件確認書 設備条件確認書
点検頻度フロー図 点検頻度フロー図

連絡責任者の要件確認(6000kVA以上) 連絡責任者の要件確認(6000kVA以上)

設置者との関係が分かる書類

添
付
不
要

電子申請で新たに
必要となる書類
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３ 保安ネットでの手続き（例：外部委託承認申請）
保安ネットでの外部委託承認申請における添付書類の条件です。

電子申請での添付書類 添付条件
契約書の写し ・添付必須
点数表 ・添付必須

みなし設置者として要件を
満たしていることの説明書 ・設置者がみなし設置者である場合は、添付必須

委任状(代表者から部長等への委任状) ・代表者以外が提出する場合は、添付必須

設置者との関係が分かる書類

・代行申請者が申請する場合に添付必須
・「設置者との関係が分かる書類」への設置者の押印は
社印で可能です。代表者印を押印する必要はありませ
ん。

※代表者印を押印いただくことも問題ありません。
※なお、代表者から部長等へ手続き権限が委任されてお
り、委任状も併せて添付する場合は受任者の押印でも
可能です。ただし、受任者の押印は設置者が組織とし
て認めた印影にしてください。

電子申請で新たに必要となる書類
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３ 保安ネットでの手続き（例：保安規程届出/変更届出）
保安ネットでの保安規程届出/変更届出では、従来の紙申請の場合と比較して

必須の添付書類が少なくなっています。

保安規程届出/変更届出の添付書類
紙届出

▷

電子届出

保
安
規
程

保安規程本文(条文)

保
安
規
程

保安規程本文(条文)
構内図 構内図
組織図 組織図

単線結線図 単線結線図
点検基準表 点検基準表
点検記録様式 点検記録様式

みなし設置者として要件を満たして
いることの説明書

みなし設置者として要件を満たして
いることの説明書

委任状(代表者から部長等への委任状) 委任状(代表者から部長等への委任状)

設置者との関係が分かる書類

添
付
不
要

電子届出で新たに
必要となる書類
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３ 保安ネットでの手続き（例：保安規程届出/変更届出）
保安ネットでの保安規程届出/変更届出における添付書類の条件です。

電子届出での添付資料 添付条件

保
安
規
程

保安規程本文(条文) ・添付必須
構内図

・添付不要
※ただし、左記の図表が作成されていることが必須です。
※なお、届出後に設備について確認したい事項が発生し
た場合は、例外的に提出を求めることがありますので、
その際は速やかにご提出ください。

組織図
単線結線図
点検基準表
点検記録様式

みなし設置者として要件を
満たしていることの説明書 ・設置者がみなし設置者である場合は、添付必須

委任状(代表者から部長等への委任状) ・代表者以外が提出する場合は、添付必須
設置者との関係が分かる書類 ・P. 6の外部委託承認申請の例を参照
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４ 問い合わせ先
保安ネットの利用に関する問い合わせ先の一覧です。

①保安ネットの操作方法、不具合について
▶保安ネット ヘルプデスク

TEL：０５０－２０１８－８３８１ 受付時間：平日９時～18時

▶保安ネットポータル
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-
net/index.html
※保安ネットの操作マニュアル、よくあるご質問が掲載されています。

②電気事業法に関することについて
▶那覇産業保安監督事務所 保安監督課 電力安全係
ホームページ：https://www.safety-naha.meti.go.jp/denkihoan/index.html
TEL：０９８－８６６－６４７４、FAX：０９８－８６０－１３７６

③gBizIDについて
▶ＧビズＩＤ ヘルプデスク

TEL：０６－６２２５－７８７７ 受付時間：平日９時～17時
gBizIDホームページ： https://gbiz-id.go.jp/top/

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/index.html
https://www.safety-naha.meti.go.jp/denkihoan/index.html
https://gbiz-id.go.jp/top/
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